
 
 

 

ＪＵＫＩ株式会社 

２０１２年１月６日 

 
中国において、ＪＵＫＩ工業用ミシンの意匠権侵害訴訟に勝訴 

 

上海市高級人民法院は、ＪＵＫＩ工業用ミシンの意匠権を無断で使用した 浙江宝石縫紉機股份

有限公司(以下、宝石社)に対して、意匠権侵害による賠償金の支払いを命じました。 

 

宝石社は、一審、二審の審理の中で、意匠権侵害の責任を製造協力者である蘇州市菀坪縫製設

備有限公司に負わせるよう繰返し試みましたが、上海市第一中級人民法院ならびに上海市高級人民

法院はそれを退け、製造委託者である宝石社に、法律責任があると認定しました。 

ＪＵＫＩは、今後も市場経済の公正な競争を維持し、消費者の権益を保護することを重視して、知的

財産権の保護に取り組んでいきます。 

 

(2009) 滬一中民五(知)初字第 175 号

(判決文：http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=46038) 

(2011) 滬高民三(知)終字第 72 号

        （判決文） 

 

 

 

 

 

http://www.juki.co.jp/ir/pdf/n120106_2009_1sin.pdf
http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=46038
http://www.juki.co.jp/ir/pdf/n120106_2011_2sin.pdf
http://www.juki.co.jp/ir/pdf/n120106_2011_2sin_c.pdf

